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１ はじめに 
 

○ 平成２３年７月、国の専門委員会(社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会)は「社

会的養護の課題と将来像」をとりまとめ、その中で、社会的養護のあり方について

は、次のような「基本的考え方」が示されています。 

 

〔社会的養護の理念と機能〕 

社会的養護は、保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童

を、公的責任で社会的に養育又は保護するとともに、養育に困難を抱える家庭への

支援を行うことである。そして、「子どもの最善の利益のために」「社会全体で子ど

もを育む」という考え方を理念とし、子どもが心身ともに健康に育つ基本的な権利

を保障する。 

また、社会的養護は、家庭での適切な養育を受けられない子どもに対する「養育

機能」、虐待等により生じる発達のゆがみや心の傷を癒し回復させ適切な発達を図

る「心理的ケア等の機能」、及び親子関係の再構築の調整や地域における子どもの

養育と保護者への支援等を行う「地域支援等の機能」の各機能を持つものである。 

 

〔社会的養護の役割〕 

子どもに対する日々の養育のいとなみを基礎とし、安全で安心した環境の中で愛

着形成を行い、心身及び社会性の適切な発達を促す養育の場とする必要がある。 

また、虐待等を受けた子どもに対し、安心感を持てる場所で大切にされる体験を 

提供し、子どもたちに自信（自己肯定感や主体性）を取り戻させる役割を持つとと 

もに、虐待被害の影響を修復するための治療的なケアを行う。 

 

  〔社会的養護の基本的方向〕 

    社会的養護は、できる限り家庭的な養育環境の中で、特定の大人との継続的で

安定した愛着関係のもとで行われる必要がある。このため、社会的養護は、原則

として家庭的養護を優先し、施設養護もできる限り家庭的な養育環境の形態に変

えていく必要がある。 

    また、社会的養護を必要とする子どもたちは、愛着形成の課題や心の傷を抱え

ていることが多いことから、専門的な知識や技術を有する者によるケアや養育を

行うとともに、親子関係の再構築支援など家庭環境の調整が必要である。 

    さらに、社会的養護の下で育った子どもが、自立した社会人として生活できる

よう、生活スキル、社会的スキルの獲得などひとりの人間として生きていく基本

的な力を育む養育を行う必要がある。 

    なお、虐待事例のうち親子分離に至らない家庭への親支援など家族支援の充実

や、施設が地域の里親等を支える地域支援、又はショートステイなど地域の子育

て支援機能を充実させるなど、施設のソーシャルワーク機能を高め、施設を地域

の社会的養護の拠点としていくことが必要である。 
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○ 「社会的養護の整備量の将来像」については､次のような考え方が示されています。 

    

〔施設機能の地域分散化〕  

    日本の社会的養護は、現在、施設９割、里親等１割となっており、今後十数年

かけて、本体施設についてはすべて小規模グループケア化するとともに、本体施

設、グループホーム(施設の分園を含む)、里親等の割合が概ね３分の１ずつにな

るように変えていく。 

 

○ こうした理念等を実現していくため、平成２４年１０月、国の専門委員会（社会保 

障審議会児童部会社会的養護専門委員会)はさらに「児童養護施設等の小規模化及び家庭 

的養護の推進について（小規模化等の手引き）」をとりまとめました。 

この中では、施設の小規模化の意義や課題、措置費や整備費の活用方法、人員配 

置、小規模化に対応した運営方法などについて具体的な考え方や手法等が示される 

とともに、平成２６年度末までの各施設による「家庭的養護推進計画」の策定及び 

平成２７年度を始期とする「都道府県計画」の策定について盛り込まれ、従来の施 

設養護から家庭養護、家庭的養護への転換を強力に進めていくため、計画的な取組 

が必要であるとされたところです。 

   
 

２ 県推進計画について 
 
  県では、こうした近年の社会的養護のあり方に関する議論やそれに伴う国の方針等 

を踏まえ、社会的養護を必要とする児童を可能な限り家庭的な環境において養育する 

ことができるよう、平成２７年度から平成４１年度までの１５年間を計画期間とし、 

児童養護施設等の小規模化・地域分散化や家庭養護の支援を進める上での目標値や、 

それを実現するための方策についての推進計画を定めることとしました。 

  なお、県推進計画の目標値（前期・中期）については、今後、各施設から提出され 

た家庭的養護推進計画の進捗状況等について、毎年度聞き取り調査等を実施しながら、 

５年ごとの各期末において見直し、検討を行います。 

 

 

３ 本県及び全国の施設等の状況 
 

〔児童養護施設等〕 
 
○ 本県における平成２５年１０月１日現在の児童養護施設等の定員(暫定)及び入所 

児童数等は次のとおりです。 

（※児童人口比率は H22年度国勢調査に基づく千分率：以下同じ） 
 

区分 箇所数 定員 入所児童数 
児童人口比率 

(定員) (入所) 

乳児院 １箇所 ３９人 ３０人 0.17‰ 0.13‰ 

児童養護施設 １０箇所 ５２５人 ４７５人 2.33‰ 2.11‰ 
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 ○ 一方、全国の児童養護施設等の定員及び入所児童数等は次のとおりです。 
 

区分 箇所数 定員 入所児童数 
児童人口比率 

(定員) (入所) 

乳児院 131箇所 3,857人 3,069人 0.19‰ 0.15‰ 

児童養護施設 595箇所 34,044人 28,831人 1.66‰ 1.41‰ 

※箇所数、定員、入所児童数は H26 年度全国児童福祉主管課長会議資料による H25.10.1現在の数値 

 

○ 本県では、児童人口に対する児童養護施設への入所児童数の割合が全国に比べて 

特に高くなっていますが、これについては、児童人口に対する児童養護施設の数と 

それに伴う定員が全国に比べて多いことが要因として考えられます。 

 

〔里親等〕 
 
○ 本県における平成２６年３月末の登録里親数等は次のとおりです。 
 

登録里親数 委託里親数 
ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ

箇所数 

里親委託

児童数 

ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ 

委託児童数 

児童人口比率 

(登録里親) (委託児童) 

１３８世帯 ５１世帯 ３箇所 ７２人 １１人 0.61‰ 0.37‰ 

 

 ○ 一方、全国の登録里親数等は次のとおりです。 
 

登録里親数 委託里親数 
ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ 

箇所数 

里親委託

児童数 

ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ 

委託児童数 

児童人口比率 

(登録里親) (委託児童) 

9,441世帯 3,560世帯 223箇所 4,636人 993人 0.46‰ 0.28‰ 

※登録里親数､委託児童数等は H26 年度全国厚生労働関係部局長会議資料による H26年 3月末の数値 

 

 ○ 上記の数値に基づく本県及び全国の里親等委託率は次のとおりです。 
 

区分 里親委託率 

本県 14.1％ 

全国 15.0％ 
  

※H22国勢調査による山口県児童人口 225,250人、全国児童人口 20,450,761人 

 

〔グループホーム等〕 
 
○ 本県及び全国における平成２５年１０月１日現在のグループホーム等の箇所数は、

次のとおりです。 
 

区分 
小規模グループケア 

地域小規模児童養護施設 
（本園） （分園） 

本県 ２箇所 ７箇所 ２箇所 

全国 ９４３箇所 ２６９箇所 

  ※全国統計では、小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱの本園、分園の箇所数の内訳、入所児童数等は未公表 

〔里親委託率〕    

里親･ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ委託児童 

乳児院・児童養護・里親･ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑの措置児童数 
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【国の方向性と本県の現状】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

４ 社会的養護の需要量 
 

 ○ 本県における平成２１～２５年度の社会的養護の需要量実績は次のとおりです。 

                    （単位：人） 

区分 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 H２５年度 

施設入所（乳児院・養護施設） ５１１ ４９９ ５１２ ５０１ ５０４ 

 (うち「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ＋分園」) (３８) (３８) (３９) (３９) (５３) 

里親･ファミリーホーム委託 ４７ ５６ ６６ ７７ ８３ 

計（Ａ） ５５８ ５５５ ５７８ ５７８ ５８７ 

児童人口（Ｂ） 228,237 225,250 223,498 220,158 217,329 

入所児童等割合(%)(Ａ/Ｂ) 0.244 0.246 0.259 0.263 0.270 

入所児童等割合の増加 0.005 0.002 0.013 0.004 0.007 

 ※施設入所の人数は各年度の月平均値（但し（ ）内の分園は年度当初の数字） 

 ※里親･ファミリーホーム委託の人数は各年度末(3月 31 日)時点の人数 

 
乳児院 
 
乳児（０歳） 
必要な場合幼児(小学校就学前) 

児童養護施設 
 
大舎（２０人以上） 
中舎（１３～１９人） 
小舎（１２人以下） 
 
１歳～１８歳未満 
（必要な場合 0歳～20歳未満） 

 
小規模グループケア 
(本園ユニットケア) 

里親 
 
家庭におけ
る養育を里
親に委託す
る家庭養護 
 
児童４人ま
で 

社会的養護が必要な児童を、可能な限り家庭的な環境において安定した人間関
係の下で育てることができるよう、施設のケア単位の小規模化を図り、里親や
ファミリーホームなどによる養育を推進する。 

小規模住居型
児童養育事業 
(ファミリ-ホ-ム) 

 

養育者の住居

で養育を行う

家庭養護 

 

定員５～６人 

 

地域小規模児童養護施設 
（グループホーム） 

 
本体施設の支援のもと地域

の民間住宅などを活用して

家庭的養護を行う 

 

定員６人 

 

(分園型) 

小規模グループケア 
 

(分園型) 

より家庭的な養育環境 

入所児童４１５人 

(乳児院含む) 

（７４．９％） 

入所児童５３人 

（９．６％） 

委託児童８６人 

（１５．５％） 

〔10施設〕 

〔2箇所〕 

〔7箇所〕 

〔3箇所〕 
〔136世帯〕 

〔1施設〕 

※施設数、箇所数、入所児童数

等は H26.4.1現在のもの 

本体施設や地域で小規模なグループで
家庭的養護を行う 
１グループ６～８人(乳児院は４～６) 

〔2箇所〕 

本体施設 1/3 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ＋分園 1/3 里親･ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ 1/3 
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□社会的養護の需要量実績（その１） 

 
□社会的養護の需要量実績（その２） 

 
 

 ○ 上記の過去５年間の実績から推計した平成４１年度末までの社会的養護の需要量

は次のとおりです。 

                     （単位：人） 

区分 
前期 

（H27～H31） 

中期 

（H32～H36） 

後期 

（H37～H41） 
備考 

施設入所（乳児院・養護施設） ４８５ ４６８ ４３８ 
438:219＝2:1 

里親･ファミリーホーム委託 １３０ １７０ ２１９ 

計 ６１５ ６３８ ６５７  

  ※Ｈ４１年度末までに｢施設入所：里親等｣の割合を｢２：１｣になるよう見込んだ場合 

 

 

511 499 512 501 504 

47 56 66 77 83 

558 555 578 578 587 
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Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

施設入所 

里親委託等 

計 

228 225 223 220 217 

244 246 
259 263 270 

0
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Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ 

児童人口 

（単位：千人） 

入所児童等割合 

（単位：千分の１人） 

485 468 438 

130 
170 

219 

615 638 657 

0
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前期(H27～H31) 中期(H32～H36) 後期(H37～H41) 

施設入所 

里親等 

計 
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５ 社会的養護の供給量 

 

 ○ 各児童養護施設等から提出された家庭的養護推進計画における施設養護が可能な

児童数の見込み（施設養護の供給量）は次のとおりです。 

       （単位：人） 

区分 
前期 

（H27～H31） 

中期 

（H32～H36） 

後期 

（H37～H41） 
備考 

本体施設 ４９２ ４２９ ３４４ （ﾕﾆｯﾄｹｱを推進） 

グループホーム・分園 ７８ ９６ １３２  

計 ５７０ ５２５ ４７６  

 

○ Ｈ４１年度末においても本体施設とグループホーム等の定員に差が生じています 

が、今後の職員配置基準の充実強化や措置費単価の引上げの状況等を見極めながら、 

それぞれの定員が同数に近づくよう各施設との調整を継続することとします。 

 

○ 里親等の家庭養護が可能な児童数の見込み（家庭養護の供給量）については、社 

会的養護の需要量として推計した人数を受け入れできる体制を確保するよう努めま 

す。 

 

〔再掲：社会的養護（施設養護･家庭養護）の需要量推計〕      （単位：人） 

区分 
前期 

（H27～H31） 

中期 

（H32～H36） 

後期 

（H37～H41） 
備考 

施設入所（乳児院・養護施設） ４８５ ４６８ ４３８  

里親･ファミリーホーム委託 １３０ １７０ ２１９  

 

○ 前期、中期及び後期のいずれの時点においても、施設養護が可能な児童数の見込

み（供給量）が、社会的養護（施設養護）の推計需要量をそれぞれ上回っています。 
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６ 山口県推進計画の目標値 
 

○ 社会的養護を必要とする児童数の見込み（需要量）を踏まえ、計画期間を通じて

達成すべき目標と５年ごとの目標を次のとおりとします。 

   なお、前期、中期の目標値については、今後、各施設との調整を継続しながら各

期末に見直し、検討を行います。 

 

【山口県推進計画の目標値】 

                                  （単位：人） 

区分 
前期 

（H27～H31） 

中期 

（H32～H36） 

後期 

（H37～H41） 
備考 

需要量 ６１５ ６３８ ６５７ 

各期末に見直し

検討を実施 

本体施設 ４１７(68％) ３２５(51％) ２１９(33％) 

グループホーム・分園 ６８(11％) １４３(22％) ２１９(33％) 

里親・ファミリーホーム １３０(21％) １７０(27％) ２１９(33％) 

  

 

 

○ 前期（～Ｈ３１年度末まで）の目標値については、各施設から提出された家庭的

養護推進計画の数値を基にグループホーム等の割合を設定し、これに里親委託数の

伸び等を加えて設定しています。 

 

 ○ また、中期（～Ｈ３６年度末まで）の目標値については、前期の目標値と後期の

最終的な目標値の中間的な位置付けとして設定しています。 

 

 ○ なお、後期（～Ｈ４１年度末まで）の目標値については、国が示す目標値と同様

に設定しています。 
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７ 施設の小規模化等に向けた具体的方策 
 

【職員配置基準の充実等について】 
 

  【課題】 

○ 施設の小規模化、地域分散化に伴い必要となる職員の配置基準の引き上げ 

と、保育士・児童指導員等職員の確保対策。 

○ 継続的な職員確保のために必要な待遇の改善（措置費単価の引上げ等）。 

○ 地域小規模・分園に対応できる経験豊富な職員の確保と、地域や学校の行 

事等に参加するための勤務形態の改善（手厚い人員配置と本体施設からの応 

援体制の確保）。 

 

 

【方策】 

○ 国に対して、職員配置基準の充実や措置費の改善など人材確保対策の充実 

強化と、施設整備に必要な補助金の確保等について要望します。 

○ 施設に対する先進事例の紹介など、小規模化等に関する情報提供を行うと 

ともに、問題解決に向けた相談対応に努めます。 

○ 児童相談所を中心に里親又は児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設 

と連携し、子どもの適切な処遇に向けた施設入所等の調整に努めます。 

 

【具体的な取組】 

・ 地方知事会や県の部局長会議等を通じて、人材確保対策の強化等、社会的 

養護の充実について国への要望を継続します。 

・ 施設の小規模化等に関する相談や問い合わせについて、県が窓口となって、 

随時対応します。 

・ 発達障害や知的障害、非行など処遇が難しい子どもについて、最も適切と 

考えられる施設等への措置が可能となるよう調整に努めます。 

  ・ 施設で受け入れた実習生を非常勤職員として雇用する事業に取り組むなど、 

施設職員の確保対策に努めます。 

 

【人材育成対策について】 
 

【課題】 

○ 虐待や発達障害など、難しい問題を抱えた子どもに対する職員の対応能力 

の向上に向けた取組み（研修機会の確保等）。 

 

 

【方策】 

○ 被虐待児や発達障害など処遇が難しい子どもへの対応など、施設職員等を 

対象とした資質向上研修会の実施に取り組みます。 
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  【具体的な取組】 

・ 県主催の里親や児童相談所職員等を対象とした研修会に、可能な限り施設 

職員についても参加を促します。 

  ・ 児童間暴力の防止等に関する研修会を開催するなど、施設職員の知識や技 

術の向上に係る取組を進めます。 

    

 

 【その他の課題について】 
 

【課題】 

○ 児童相談所による一時保護委託の増加。 

○ 市町が実施する地域の子育て支援事業への取組み。 

○ 地域小規模・分園の密室化防止への対策と風通しのよい施設全体の管理体 

 制の確保。 

○ 本体施設の小規模化等に必要な、施設の改築等に要する経費の確保（自己 

資金及び補助金）。 

○ 地域小規模・分園の基準に見合う借家の確保。 

 

 

【方策】 

○ 児童相談所による一時保護委託や市町が実施する子育て支援事業について、 

施設や学校、地域と連携した取組が進むよう、必要に応じて児童相談所や市 

町との連絡調整を図ります。 

   

【具体的な取組】 

・ 中央児童相談所に併設される一時保護所の機能の充実を図り、施設の負担 

軽減に努めます。 

・ 市町が取組む子育て支援事業について、必要な助言指導や補助金の確保に 

努めます。 

 

 

【里親の確保対策について】 
 

【課題】 

 ○ 一般県民に対して里親制度への理解が進んでいない。 

 

 

【方策】 

○ 里親制度の広報や制度説明会の開催など普及啓発を推進し、里親制度に対 

する理解を促進します。 
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○ 児童養護施設の里親支援専門相談員と連携し、子どもすこやかホーム事業 

への取組や地域における人材の発掘に努めるなど、里親の新規開拓と委託の 

促進を図ります。 

 

【具体的な取組】 

・ 県の広報誌やテレビ・ラジオを通じた里親制度のＰＲと里親募集の働きか 

けに努めます。 

  ・ 児童相談所と連携し、地域での里親制度説明会を開催するなど普及啓発に 

努めます。 

  ・ 里親支援専門相談員の設置促進に努めるとともに、連絡会議を適宜開催し、 

県内各施設の取組について情報交換を図ります。 

 

 

 【里親の支援対策について】 
 

【課題】 

○ 里親と施設職員との連携が十分に図られていない。 

○ 里親に対する相談支援が十分に図られていない。 

○ 小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）を推進する必要がある。 

 

 

【方策】 

○ 里親と児童養護施設等の職員又は入所児童が、相互に交流できる機会や環 

境づくりが進むよう支援します。 

○ 里親に対する研修会の開催や里親同士が交流する機会の確保など、里親の 

養育力向上と相談支援の充実を図ります。 

○ ファミリーホームに対する取組を積極的に支援します。 

 

【具体的な取組】 

・ 里親と施設職員又は入所児童の交流が図られている事例を紹介するなど、 

 相互理解が図られる取組を進めます。 

・ 養育里親や専門里親の更新研修にあたり、施設の協力又は参加を依頼する 

など、里親と施設職員の交流の機会を調整します。 

  ・ 里親交流会や里親サロンなど、里親会と連携した取組を進めます。 
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８ 計画の推進 
 

○ 児童養護施設等の小規模化・地域分散化等について、乳児院や各児童養護施設を

はじめ、里親会、児童相談所等の関係機関と相互に連携・協力し、計画の着実な推

進を図ります。 

 

○ 毎年度、計画の進捗状況を確認するとともに、計画期間の１５年間を通じて達成

すべき目標値については、各施設との調整を継続しながら、５年ごとの３期（前期、

中期、後期）に区分した各期末に適宜見直し、検討を行います。 

 

○ 計画の進捗状況の確認や各期末の見直し検討にあたっては、児童養護施設等の関

係施設や団体等で構成する社会的養護関係施設等連絡会議を適宜開催し、関係者の

意見を聴きながら目標値の達成に向けた取組を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


